
２７ 

 

議第７０号 

 

   戸籍書類の無料証明に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 戸籍書類の無料証明に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  平成２６年９月４日提出 

 

高山市長  國 島  芳 明    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 厚生年金保険法の改正に伴い改正しようとする。 



２８ 

 

   戸籍書類の無料証明に関する条例の一部を改正する条例 

 戸籍書類の無料証明に関する条例（昭和５６年高山市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（無料証明の範囲） （無料証明の範囲） 

第２条 次の各号に掲げる法律の規定による場

合の戸籍に関する証明は、無料とする。 

第２条 次の各号に掲げる法律の規定による場

合の戸籍に関する証明は、無料とする。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１

５号）第９５条及び第１７２条の規定 

⑷ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１

５号）第９５条及び公的年金制度の健全性

及び信頼性の確保のための厚生年金保険法

等の一部を改正する法律（平成２５年法律

第６３号）第１条の規定による改正前の厚

生年金保険法第１７２条の規定 

⑸～⒇ （略） ⑸～⒇ （略） 

２ （略） ２ （略） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


